
第Ⅳ章 国有林野の管理経営

１．国有林野の役割

（１）国有林野の分布と役割

（２）国有林野の管理経営の基本方針
 国有林野は重要な国民共通の財産であり、国有林野事業として一元的に

管理経営

 2023年12月に策定した国有林野の管理経営に関する基本計画に基づき公
益重視の管理経営を一層推進するとともに、森林・林業施策全体の推進
に貢献

 国有林野（758万ha）は、我が国の国土面積の約２割、森林面積の約３割
を占め、奥地脊梁山地や水源地域に広く分布しており、国土の保全、水
源の涵養等の国民全体の利益につながる公益的機能を発揮

国有林野の分布

資料:国有林野の面積は農林水産省「令和６年度 国有林野の管理経営に関する基本
計画の実施状況」、土地面積は国土交通省「令和８年全国都道府県市区町村別
面積調(１月１日時点)」。
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国有林野は、森林面積の約３割を占め、国土の保全、水源の涵養等の国民全体の利益につなが
る公益的機能を発揮

「国民の森林」国有林 国有林野の管理経営に
関する基本計画

国有林野の管理経営に
関する基本計画の実施状況



２．国有林野事業の具体的取組
（１）公益重視の管理経営の一層の推進

 国有林野を、重視すべき機能に応じて「山地災害防止」「自然維持」「森林空間利用」「快適環境形成」「水源涵養」の５
つのタイプに区分。複層林への誘導や針広混交林化などにより多様な森林を育成

 国有林野の約９割が保安林に指定。治山事業により機能の低下した森林の整備や被災した山地の復旧等を実施

 機能類型に応じた適切な森林の整備・保全や林産物の供給等を効率的に行うため、林道及び森林作業道を適切に組み合わせ
た路網の整備を推進

 中⾧期的な森林吸収量の確保・強化に向け、主伐後の確実な再造林や、適切な保育等の森林施業を実施

第Ⅳ章 国有林野の管理経営

多様な森林の育成、治山対策、生物多様性の保全等、公益重視の管理経営を一層推進

我が国の世界自然遺産の陸域に占める国有林野の割合
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 生物多様性の保全に配慮した施業を推進するとともに、「保
護林」や「緑の回廊」を設定。また、我が国の世界自然遺
産の陸域の86％は国有林野であり、そのほとんどを「森
林生態系保護地域」に設定し厳格に保護・管理

 希少な野生生物の保護、シカ等の野生鳥獣による森林被害へ
の対策等を実施

＜事例＞ 国有林野における生物多様性の保全に配慮した森林施業＜事例＞ 国有林野における生物多様性の保全に配慮した森林施業
 林野庁では「国有林野における生物多様性の保全に配慮した森林施業の手引き」を作成し、人工林にお

ける生物多様性保全に向けた施業のポイント等を整理。また、手引きの配慮ポイントに基づく実際の施
業を「国有林野における生物多様性の保全に配慮した森林施業の取組事例集」として紹介

 例えば、主伐時に林内に生育していた広葉樹をその後の下刈りや除伐の際も継続して保残し、人工林内
に混交させた取組や、主伐及び再造林後の下刈りに当たり、クマタカの餌となるヤマドリやキジが利用
する液果類を残す取組などを紹介

 手引き及び事例集の発信により、民有林も含め生物多様性に配慮した森林施業が推進されることが期待

保残した広葉樹が、人工林の中に混交している様子
（広島北部森林管理署）

主伐31年後（除伐実施後10年経過）主伐11年後（下刈り実施後）

注:グラフは世界遺産地域（陸域）に占める国有林野の割合。
資料:林野庁経営企画課作成。
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（２）森林・林業施策全体の推進への貢献

（３）「国民の森林」としての管理経営等

 森林環境教育や森林づくり等に取り組む多様な主体に対して、「遊々の
森」、「ふれあいの森」、「法人の森林」、「木の文化を支える森」等を
設定し、フィールドを提供

 農林業を始めとする地域産業の振興等に貢献するため、地方公共団体や地
元住民などに対して国有林野の貸付けを実施

 「レクリエーションの森」については、地域関係者と連携して管理運営を
実施。そのうち、特に観光資源としての潜在的魅力がある93か所を「日本
美しの森 お薦め国有林」として選定し、標識類等の多言語化や施設修繕な
どの環境整備、ホームページやSNS等での情報発信を重点的に実施

にっぽんうつく

「日本美しの森 お薦め国有林」の例
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民有林への技術普及、木材の安定供給等により森林・林業施策の推進に貢献

フィールド提供や観光資源としての活用等、国民に開かれた管理経営を推進

も り

ゆうゆうも り

も り

にっぽん

 「新しい林業」の実現に向け、造林の省力化や低コスト化などの実践に加え、新技術の活用により効率的な森林施業を推進
するとともに、民有林関係者を含めた森林施業に関する現地検討会の開催等を通じて、民有林への技術の普及・定着を推進

 効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、国有林野の一定区域において、公益的機能を確保しつつ、一定期間、安定
的に樹木を採取できる権利を民間事業者に設定する樹木採取権制度を推進

うつく

トムラウシ自然休養林

明治の森箕面自然休養林

五葉山自然観察教育林

向坂山野外スポーツ地域

 地域における木材の安定供給体制の構築に資するため、製材・合板工場等の需要者と協定を締結
し、山元から木材を直送する「システム販売」等を推進

 地域における施業の集約化等に資するため、民有林と連携して164か所に「森林共同施業団地」
を設定し、民有林野と国有林野を接続する路網整備や協調出荷等を実施

遠隔操作の機能を有する機械
による下刈りの実演




